
鹿角市告示第 １ 号 

 

指定管理者の指定について 

 

鹿角市の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年鹿角市条例第１号）

第４条第１項の規定により、鹿角市二本柳農村公園の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ４年 １月 ６日 

 

鹿角市長  関   厚     

 

 

記 

 

指定管理者に管理を行わせ 

ようとする公の施設の名称 

指定管理者となる団体の 

名称及び所在地 

指定の期間 

鹿角市二本柳農村公園 

二本柳自治会 

鹿角市十和田草木字家ノ上

３２番地 

令和４年４月 １日から 

令和９年３月３１日まで 

（５年） 

 


